
令和５年１０月６日

高知県郡部地区のタクシー運賃改定について
～運賃改定に係る審査手続きを開始～

令和５年６月３０日に高知県郡部地区のタクシー事業者から最初のタクシー運賃改定申請書が提

出され、その後、３ヶ月間を申請受付期間としていたところ、令和５年９月１９日までに、法人タ

クシー事業者の保有する車両の７割以上の事業者からタクシー運賃改定申請がありました。

これを受け、四国運輸局において運賃改定要否について検討を行った結果、運賃改定が必要と判

定しましたので下記のとおりお知らせします。

今後、運賃改定に係る審査手続きを経て、新運賃の公表を行ってまいります。

記

１．申請受付期間

令和５年６月３０日 ～ 令和５年９月２９日

２．申請状況

（１）申請事業者数 ３５者（高知県郡部地区法人事業者数７２者）

（２）申請事業者車両数 ２６８両（高知県郡部地区法人車両数３７８両）

（３）申請率 ７０．９０％

（４）申請改定率 １１．３～５６．３％

３．申請内容

（申請） 普通車 １．００㎞まで ５６０円

１８９～２６７ｍごとに ８０円

（現行） 普通車 １．３５㎞まで ５８０円、２９８ｍごとに ８０円

４．運賃適用地域

高知県郡部地区（高知県のうち高知市域地区を除く全域）

（問い合わせ先）

四国運輸局 自動車交通部 旅客課

担当者： 村上、櫻又、安澤

電 話： ０８７－８０２－６７７１
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